
議案第１４３号

   市道路線の廃止について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議決を求める。

  平成２５年９月４日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

路 線 名 延  長

ｍ

幅 員

ｍ

起   点 終   点 重要な経過地

Ａ第７３７号線 46 30 4 30 

さいたま市桜区大字

上大久保字新田３５

３番２地先

さいたま市桜区大字

上大久保字新田３５

３番５地先

Ｄ第４４０号線 7 16 2 40 

さいたま市南区鹿手

袋四丁目４０６番１

地先

さいたま市南区鹿手

袋四丁目４０６番１

地先

Ｍ第４８８号線 27 50 4 30 

さいたま市緑区東浦

和六丁目３０番６地

先

さいたま市緑区東浦

和六丁目３０番４地

先

Ｏ 第 ５ ３ 号 線 111 90 2 10 

さいたま市緑区大字

上野田字丸山下９３

８番地先

さいたま市緑区大字

寺山字天久保７１８

番地先

Ｏ第３６８号線 211 90 1 80 

さいたま市緑区大字

上野田字丸山下９６

４番１地先

さいたま市緑区大字

上野田字丸山下９７

６番地先

２０５０７号線 42 37 1 82 

さいたま市見沼区大

字南中丸字上高井２

４７番地先

さいたま市見沼区大

字南中丸字上高井２

３７番地先

３１０９２号線 60 37 0 91 

さいたま市西区宮前

町９０２番地先

さいたま市西区宮前

町８８３番地先


